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告　　　　　示

　量……………………………………………………（漁業管理課）３
○みやざき臨海公園及び県立阿波岐原森林公園の
　指定管理者の指定の申請の手続の公表………………（港湾課）３
　　　労働委員会告示
○労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲の
　認定……………………………………………………………………４
　　　選挙管理委員会規程
○選挙事務取扱規程の一部を改正する規程…………………………４
　　　選挙管理委員会告示
○令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議
　員選挙に係る候補者の選挙運動に関する収支報
　告書の要旨……………………………………………………………４
○政見放送の回数を定める告示の一部を改正する
　告示……………………………………………………………………24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○議決された予算の要領の公表…………………………（財政課）１
○指定障害福祉サービス事業の廃止………………（障がい福祉課）１
○保安林の指定………………………………………（自然環境課）１
○保安林の指定の解除………………………………（　　〃　　）１
○急傾斜地崩壊危険区域の指定…………………………（砂防課）２
　　　公　　　告
○土地改良区の役員の就退任の届出………………（団体指導検査課）２
○土地改良区の定款変更の認可（３件）…………（　　〃　　）２
○県営土地改良事業の工事の完了…………………（農村整備課）３
○まさば及びごまさば太平洋系群並びにぶりに関
　する令和８管理年度における知事管理漁獲可能

宮崎県告示第 499号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219条第２項の規定により
、令和８年６月宮崎県議会定例会において議決された予算の要領を
別冊のとおり公表する。
　　令和８年７月２日

介 護 保
険 事 業
所 番 号

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者 廃　止

年月日

サービスの

種　　　類名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4511726079 デイサービス餅原 北諸県郡三股町大
字餅原1238番地

ケアサポートエム
合同会社

北諸県郡三股町大
字餅原1238番地

令和８年６月15日
　　　　　　　　

生活介護

　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 500号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第46条第２項の規定により、指定障害福祉
サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 501号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり保安林の指定をする。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林の所在場所　日南市北郷町北河内字舞野平1437－11から
　1437－13まで、1438－５から1438－11まで、1438－16、字上舞野
　1500－１、1509、1513－２、1513－９から1513－13まで、1513－
　18、1513－21から1513－24まで、1513－26、1513－28、1513－30
　、1513－32、1513－34、1513－35、1513－37から1513－39まで、
　1513－41、1514－１、1515、1542－２から1542－４まで、1542－
　６、1542－９、1542－11、1542－12
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県南那珂農林振興局並びに日南市役所に備
　え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 502号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第26条の２第２項の規定により
、次のとおり保安林の指定を解除する。
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　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　解除に係る保安林の所在場所　東諸県郡綾町大字南俣字大口56
　95－１（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的　公衆の保健
３　解除の理由　道路用地とするため　
　　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環
　境課及び宮崎県中部農林振興局並びに綾町役場に備え置いて縦覧
　に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 503号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第
57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区
域に指定する。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　小川（山田）地区
　⑴　区域の表示
　　　延岡市小川町の区域内の土地のうち、次の１点から10点まで
　　を順次結んだ線及び１点と10点を結んだ線に囲まれた土地の区
　　域（ただし、昭和58年９月６日宮崎県告示第1038号で指定した
　　同号小川（山田）地区に掲げる土地の区域を除く。）
　⑵　座標の表示

座標点 緯度及び経度

１
北緯32度34分23秒0647
東経 131度34分39秒2974

２
北緯32度34分23秒6421
東経 131度34分39秒3254

３
北緯32度34分24秒0821
東経 131度34分40秒1779

４
北緯32度34分24秒1779
東経 131度34分40秒9488

５
北緯32度34分23秒9831
東経 131度34分41秒1432

６
北緯32度34分23秒5625
東経 131度34分41秒3444

７
北緯32度34分23秒2337
東経 131度34分41秒4049

８
北緯32度34分22秒7443
東経 131度34分41秒3169

９
北緯32度34分22秒9628
東経 131度34分40秒6967

10
北緯32度34分23秒0464
東経 131度34分39秒4883

公　　　　　告

　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により
、時屋土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任について次のと
おり届出があった。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　就任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理　　事 戸　髙　　　厚 宮崎市古城町長田5849番地

理　　事 染　矢　武　久 宮崎市清武町船引4518番地14

理　　事 奥　野　一　義 宮崎市古城町古城6226番地

理　　事 村　田　孝　子 宮崎市大字細江5714番地１

理　　事 髙　橋　研　三 宮崎市大字細江3350番地

監　　事 湯　淺　博　徳 宮崎市古城町山ノ城5635番地１

監　　事 貴　島　隆　敏 宮崎市大字細江4673番地

　（任期：令和11年３月31日まで）
２　退任した役員

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理　　事 戸　髙　　　厚 宮崎市古城町長田5849番地

理　　事 染　矢　武　久 宮崎市清武町船引4518番地14

理　　事 奥　野　一　義 宮崎市古城町古城6226番地

理　　事 髙　橋　研　三 宮崎市大字細江3350番地

理　　事 村　田　孝　子 宮崎市大字細江5714番地１

監　　事 押　川　明　廣 宮崎市古城町加奈江1423番地２

監　　事 貴　島　隆　敏 宮崎市大字細江4673番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、下本庄土地改良区（国富町）から令和８年５月19日付けで申請の
あった定款の変更を認可した。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、宮王丸土地改良区（国富町）から令和８年５月19日付けで申請の
あった定款の変更を認可した。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、田野町西地区土地改良区（宮崎市）から令和８年５月25日付けで
申請のあった定款の変更を認可した。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
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　次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

地 区 名 市町村名 事　業　名 完了年月日

岩 満 都城市 県営ため池等整備
事業

令和８年５月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　漁業法（昭和24年法律第 267号）第16条第１項の規定により、ま
さば及びごまさば太平洋系群並びにぶりに関する令和８管理年度に
おける知事管理漁獲可能量を令和８年６月19日付けで次のとおり定
めたので、同条第４項の規定により公表する。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　まさば及びごまさば太平洋系群並びにぶりに関する令和８管理年
度（令和８年７月１日から令和９年６月30日までの期間をいう。）
における知事管理漁獲可能量（漁業法第16条第１項に規定する知事
管理漁獲可能量をいう。）は、次の第１及び第２の表の左欄に掲げ
る知事管理区分ごとに、それぞれこれらの表の右欄に掲げる数量と
する。
第１　まさば及びごまさば太平洋系群

知事管理区分 数　量

宮崎県まさば及びごまさばまき網漁業 3,194トン

宮崎県その他のまさば及びごまさば漁業 現行水準
（目安数量：
 206トン）

知事管理区分 数　量

宮崎県ぶり漁業 試行水準
（試行目安数量：
 2,212トン）

第２　ぶり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県港湾管理条例（昭和38年宮崎県条例第18号）第17条の４、
公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第７号）第10条の２及
び都市公園条例（昭和39年宮崎県条例第24号）第15条の３の規定に
より、みやざき臨海公園（宮崎港マリーナ施設及び宮崎県サンビー
チ一ツ葉をいう。）及び県立阿波岐原森林公園の指定管理者の指定
の申請の手続について次のとおり公表する。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
１　指定管理者が管理を行う公の施設の名称、所在地及び設置目的
　　次に掲げる公の施設の管理は、指定管理者に指定された一の法
　人その他の団体がこれらの施設を一体として行うものとする。

名　　称 所　在　地 設　置　目　的

宮崎港マリー
ナ施設

宮崎県宮崎市新別
府町前浜1400番16
他

　みやざき臨海公園は、県
民が憩う快適な水辺空間を
提供するとともに、海洋性
レクリエーション拠点を創
出すること、また、県立阿
波岐原森林公園は、国際海
浜コンベンションの中核と
して周辺施設と連携しなが
ら多様なニーズに対応する
ことにより、県民福祉の向
上を図ることを目的とする
。

宮崎県サンビ
ーチ一ツ葉

宮崎県宮崎市阿波
岐原町前浜4277番
32及び4277番32地
先

県立阿波岐原
森林公園

宮崎県宮崎市新別
府町、山崎町及び
阿波岐原町

２　指定期間
　　令和９年４月１日から令和14年３月31日までとする。ただし、
　この期間において、管理を継続することが適当でないと認められ
　るときは、指定管理者の指定を取り消すことがある。
３　指定管理者の業務
　⑴　みやざき臨海公園及び県立阿波岐原森林公園の施設の利用に
　　関する業務
　⑵　みやざき臨海公園及び県立阿波岐原森林公園の施設（附属設
　　備を含む。）の維持及び保全に関する業務
　⑶　その他みやざき臨海公園及び県立阿波岐原森林公園の管理運
　　営に関して知事が必要と認める業務
４　指定管理者が行う管理の基準
　　宮崎県港湾管理条例第17条の７、公の施設に関する条例第10条
　の４、都市公園条例第15条の６、港湾法及び宮崎県港湾管理条例
　の施行に関する規則（昭和38年宮崎県規則第31号）第17条、宮崎
　県サンビーチ一ツ葉管理規則（平成13年宮崎県規則第46号）第10
　条及び都市公園条例施行規則（昭和61年宮崎県規則第13号）第34
　条に規定する管理の基準による。
５　指定管理者の指定方法
　　知事は、申請のあったものの中から、指定管理候補者を選定し
　、議会の議決を経て指定管理者を指定する。
６　指定管理者指定の申請に必要な資格
　⑴　宮崎県内に事業所又は事務所を有する、又は指定期間の初日
　　までに設置が見込まれる法人その他の団体（以下「団体」とい
　　う。）であること。
　⑵　地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者である
　　こと。
　⑶　宮崎県から入札参加資格停止の措置を受けていないこと。
　⑷　地方自治法第 244条の２第11項の規定による指定の取消しを
　　受けた事実がある者にあっては、当該処分の日から起算して２
　　年を経過している者であること。
　⑸　会社更生法（平成14年法律第 154号）の規定に基づく更生手
　　続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）の規
　　定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、
　　当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決
　　定を受けていること。
　⑹　団体の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は
　　禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。
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　⑺　団体の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員に
　　よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
　　第２条第２号に規定する暴力団の関係者若しくは同条第６号に
　　規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者がい
　　ないこと。
　⑻　国税及び地方税の滞納がないこと。
　⑼　小型船舶操縦免許（一級又は二級）及びクレーン運転士免許
　　を取得した者を従事させることができること。
７　指定管理候補者の選定に係る審査基準
　⑴　住民の平等な利用が確保されること。
　⑵　事業計画書の内容が、みやざき臨海公園・県立阿波岐原森林
　　公園の効用を最大限に発揮するものであること。
　⑶　事業計画書の内容が、管理運営に係る経費の縮減を図るもの
　　であること。
　⑷　事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎
　　及び管理に関する能力を有するものであること。
　⑸　施設の管理運営に当たり、環境保全への対応や地域への貢献
　　が図られること。
８　指定管理候補者の選定方法
　　提出された指定管理者指定申請書、みやざき臨海公園・県立阿
　波岐原森林公園指定管理者募集要領（以下「募集要領」という。
　）で定める書類等により申請資格の審査を行った上で、別に設置
　するみやざき臨海公園・県立阿波岐原森林公園指定管理候補者選
　定委員会が審査を行い、その後県が確認を行った上で指定管理候
　補者を選定するものとする。
９　募集要領の配布場所及び請求先並びに配布期間
　⑴　配布場所及び請求先
　　ア　宮崎県県土整備部港湾課計画調査・ポートセールス担当　
　　　宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号　郵便番号 880－8501　
　　　電話番号0985（26）7189
　　イ　宮崎県中部港湾事務所総務課管理担当　宮崎県宮崎市港１
　　　丁目18番地　郵便番号 880－0858　電話番号0985（24）6224
　⑵　配布期間　令和８年７月２日から令和８年９月３日まで（土
　　曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時
　　15分まで
10　指定管理者指定申請書等の提出方法及び提出期間
　⑴　提出方法　指定管理者指定申請書に募集要領で定める書類を
　　添付し、提出先に持参又は送付（郵便にあっては、書留郵便に
　　限る。）により提出すること。

労働委員会告示

宮崎県労働委員会告示第２号
　地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第 289号
）第５条第２項の規定により、労働組合法（昭和24年法律第 174号
）第２条第１号に規定する者の範囲を次のとおり認定した。
　なお、労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲の認定（平成
27年宮崎県労働委員会告示第２号）は、廃止する。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　宮崎県労働委員会会長　山　崎　真一朗　
１　地方公営企業等の名称
　　宮崎市上下水道局
２　組合の名称又は表示
　　全水道宮崎水道労働組合
３　労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲

勤　務　箇　所 職　　　名

上下水道局 部長　課長（浄水課長、下水道施設課長を除
く。）　総務課課長補佐　総務課総務第二係
長　総務課総務第二係員（労務担当者１名）

富吉浄水場 浄水課長

宮崎処理場 下水道施設課長

４　認定年月日
　　令和８年６月15日

選挙管理委員会規程

　選挙事務取扱規程の一部を改正する規程をここに公表する。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修
宮崎県選挙管理委員会規程第１号
　　　選挙事務取扱規程の一部を改正する規程
　選挙事務取扱規程（平成12年宮崎県選挙管理委員会告示第19号）の一部を次のように改正する。
　別記第２号様式から第７号様式まで及び同第13号様式から第15号様式までの規定中「印」を削る。
　　　附　則
　この規程は、公表の日から施行する。

選挙管理委員会告示
宮崎県選挙管理委員会告示第47号
　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙に係る候補
者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨について、公職

　⑵　提出期間　令和８年８月19日から令和８年９月３日まで（土
　　曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分ま
　　で
11　指定管理者指定申請書等の提出先及び問合せ先
　　宮崎県県土整備部港湾課計画調査・ポートセールス担当　宮崎
　県宮崎市橘通東２丁目10番１号　郵便番号 880－8501　電話番号
　0985（26）7189
12　その他
　　この募集に関する詳細は、募集要領による。
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選挙法（昭和25年法律第 100号）第 192条第１項の規定により、次
のとおり公表する。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修
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宮崎県選挙管理委員会告示第48号
　政見放送の回数を定める告示（平成７年宮崎県選挙管理委員会告示第43号）の一部を次のように改正し、公表の日から施行する。
　　令和８年７月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第１
　１　［略］
　２　ラジオ放送	 　　　　　　　　　　　

別表第１
　１　［略］
　２　ラジオ放送　　　　　　　
　基幹放送事業者	 候補者届出政党１当たりの放送回数
株式会社宮崎放送 １

　基幹放送事業者	 候補者届出政党１当たりの放送回数
株式会社エフエム宮崎 １
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